
霞ヶ浦北浦の漁具・漁法
底びき網漁業（小型機船底びき網漁業）について

別 称：トロール，縦びき
許 可 等：知事許可漁業（小型機船底びき網漁業）
対 象 種：ワカサギ，シラウオ，ハゼ類，エビなど
操業期間 ：7月21日から12月３1日まで
霞ヶ浦北浦の基幹漁業。動力船の後方に網をいれて水中を曳き
魚を獲る漁法。狙う魚種にあわせて曳く層や網の目合いなどを
使い分けます。なお霞ヶ浦では，日出前に操業する場合には，
地元漁協の取り決めにより船首に青色灯，船中央に白色灯を
点灯して操業しています。

別 称 ：横ひき，かぐらさん
許 可 等：知事許可漁業（小型機船底びき網漁業）
対 象 種：イサザアミ，ハゼ類，エビなど
操業期間：3月1日から翌年1月20日まで
船の横に網を入れ，船上の網巻機の力で反対側に出した綱を
巻いて網を曳く漁法。最漁期は，春季。

わかさぎ・しらうおひき網漁業（通称：トロール） いさざ・ごろひき網漁業（通称：横ひき）
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霞ヶ浦北浦の漁具・漁法 定置網漁業について

湖

岸

連続設置の場合（大型張網）

張 網 漁 業

別 称 ：張網（はり網），ます網
許 可 等 ：第２種共同漁業権漁業（又は知事許可漁業）
対 象 種 ：ワカサギ，シラウオ，ハゼ類，エビ，

コイ，フナ，ウナギ，その他
操業期間：3月1日から翌年1月20日まで
岸から沖に壁のように網をはっておき，泳いできた
魚を沖の袋網の中に入るのを待って獲る漁法。



霞ヶ浦北浦の漁業 さし網漁業について

雑魚さし網（掛網）

別 称 ：掛 網（かけあみ）
許 可 等 ：知事許可漁業（さし網漁業）
対 象 種 ：コイ，フナ，ハクレン等の大型魚
操業期間：周年
魚の通り道に網を張っておき，泳いできた魚を網にから
ませて獲る漁法。

しらうおさし網（建網）

別 称 ：建 網（たてあみ）
許 可 等 ：知事許可漁業（さし網漁業）
対 象 種 ：シラウオ
操業期間：4月1日から5月15日及び11月1日から翌年2月末日
岸よりの第2種共同漁業権漁場でのみ操業可能。沿岸を回遊する
シラウオを網にからませて獲る漁法。



霞ヶ浦北浦の漁具・漁法 その他の漁業について（その１）

笹 浸 漁 業

別 称 ：ささびで
許 可 等 ：知事許可漁業（つけ漁業）
対 象 種 ：エビ，ウナギ
操業期間：周 年
細い木の枝を集めて束状にした粗朶（そだ）を水中に沈め，
エビやウナギが物陰に集まる習性（蝟集）を利用した漁法。
粗朶を水中から揚げ，さで網とよばれる網にエビやウナギ
を振るい落とし漁獲する。

せ ん 漁 業

別 称 ：うなぎ筒，竹筒，ずっぽ
許 可 等 ：地元漁業協同組合の承認による自由漁業
対 象 種 ：ウナギ
操業期間：周 年
節を抜いた竹など筒状のものを２～３本まとめて水中に沈め，
暗く狭いところ好むウナギの習性を利用した漁法。
せん（筒）を水中から揚げ，さで網とよばれる網に筒中のウナギ
を落とし漁獲する。



霞ヶ浦北浦の漁具・漁法 その他の漁業について（その２）

はえなわ漁業

別 称 ：うなぎなわ，のべなわ，なわ
許 可 等 ：地元漁業協同組合の承認による自由漁業
対 象 種 ：ウナギ
操業期間：周 年（主に春から秋）
幹縄に数多くの釣針をつけウナギを漁獲する漁法。
主なエサは川エビを使用。
幹縄は長いもので数百～数キロメートルにもおよぶ。

帆びき網漁業（打瀬網）

別 称 ：打瀬網
許 可 等 ：知事許可漁業（小型機船底びき網漁業）

又は，特別採捕許可
対 象 種 ：わかさぎ，しらうお その他
操業期間：7月21日から12月31日（許可）

周年（特別採捕許可）
風の力を利用し，網を曳く漁法。昭和4０年代前半頃まで操業さ
れていたが，わかさぎ・しらうおひき網漁業（トロール）の普及
とともに操業される機会はほとんどなくなり，現在は，教育・
観光を目的として特別採捕許可により操業されている。
霞ヶ浦・北浦の漁業文化のシンボル的漁業となっている。
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